
2026 年 03 月 19 日 

デンソー健康保険組合 

理事⾧ 神戸 千隆 

 

子ども・子育て支援金の新設/介護保険料率の改定についてのお知らせ 

（Notice regarding Establishment of Child and Child Care Support Fund and revision of 

Long-Term Care Insurance Rates） 

 

 デンソー健康保険組合から、加入者(役員・従業員)の皆さまへ 「子ども・子育て支援金の新設」「介護保

険料率の改定」についてお知らせします。 

 

1．子ども・子育て支援金の新設（対象:全従業員） 

国が少子化対策を本格化するべく、こども未来戦略「加速化プラン＊」の取り組みを実施。その財源として 

子ども・子育て支援金が新設されます。  

     ＊加速化プランの施策:妊婦のための支援給付/出生後休業支援給付率の引き上げ/育児時短就業給付 等 

健康保険組合は「徴収代行機関」の役割を担うこととなります。4 月分給与（5 月支給分）から徴収いたし

ます。（夏季・冬季の賞与も同様に対象となります） 

 支援金率 

子ども・子育て支援金率 0.230％ 

 
従業員 0.115％ 

事業主 0.115％ 

詳細は別添のこども家庭庁からのリーフレットをご覧ください。 

2．介護保険料率の改定（対象:40～64 歳の従業員） 

介護保険料は健康保険組合から国へ介護納付金として納めています。 

健康保険組合は「徴収代行機関」の役割を担っており、これまで国の指示通りに徴収してきましたが、国の

予測と実態に継続してギャップが発生、保有財産が増加してきた実態を踏まえ、26 年度より介護保険料率

の引き下げを実施します。３月分給与（４月支給分）から新料率で徴収いたします。 

 現行 改定後 

介護保険料率 1.84％ 1.60％ (▲0.24) 

 
従業員 0.92％ 0.80％ (▲0.12) 

事業主 0.92％ 0.80％ (▲0.12) 

 

以上 

5 月 31 日廃棄 

関 係 者 外 秘 
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